
国立大学法人一橋大学情報公開・個人情報開示請求等取扱細則 

平成16年４月１日 

規則第209号 

 

 改正 平成17年３月２日 平成20年７月31日  

   平成22年４月１日 平成28年６月８日  

   令和２年10月１日 令和４年４月１日  

 

（目的） 

第１条 この細則は、国立大学法人一橋大学情報公開取扱規則（平成16年規則第208号。以下「情報

公開取扱規則」という。）第12条及び国立大学法人一橋大学個人情報開示、訂正及び利用停止に係

る手続に関する規則（平成17年規則第39号。以下「個人情報取扱規則」という。）第23条に基づ

き、国立大学法人一橋大学（以下「本学」という。）における情報公開（保有個人情報の開示を含

む。）の実施並びに保有個人情報の訂正及び利用停止の取扱いについて、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（受付場所） 

第２条 本学が保有する法人文書及び個人情報の開示請求の受付場所は、法人本部棟５階情報公開・

個人情報保護室とする。 

 

（開室日及び開室時間） 

第３条 情報公開・個人情報保護室の開室日は、国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇

等に関する規程（平成16年規則第48号）第７条に規定する日を除く日とする。 

２ 情報公開・個人情報保護室の開室時間は、９時30分から17時（12時から13時を除く。）とする。 

 

（法人文書の特定） 

第４条 本学が保有する法人文書及び個人情報の開示を請求する者（以下「開示請求者」という。）

は、情報公開・個人情報保護室において法人文書ファイル管理簿又は個人情報ファイル簿を閲覧す

ることができる。 

２ 総務部総務課（以下「総務課」という。）は、開示請求者がより詳細に法人文書を特定できるよ

う、関係部課に対して法人文書を特定するための情報提供について照会することができる。 

３ 関係部課は、前項により総務課から法人文書を特定するための情報提供について照会があったと

きは、速やかに対応しなければならない。 

 

（開示請求書の写しの送付） 

第５条 総務課は、開示請求書を受け付けたときは、原則としてその写しを受け付けた当日に該当す

る法人文書を管理している部課（以下「該当部課」という。）に送付する。 

 

（予備的判断） 

第６条 該当部課は、開示請求書の写しの送付を受けた日から原則として７日以内に、総務課に対し

て当該法人文書又は個人情報の開示等に関する意見書（以下「意見書」という。）を提出するもの

とする。ただし、当該文書に第三者の情報が記録されているもの、文書が大量であるもの、又は、

文書に行政機関若しくは他の独立行政法人等に関連するものがあるときは、原則として送付を受け

た日を含めて３日以内に、その旨を総務課に連絡し、指示を受けるものとする。 

 

（意見書） 

第７条 前条に定める意見書は、別記様式第１号または別記様式第２号によるものとし、請求に応じ

られない場合はその理由等を記載する。 

 

（情報公開・個人情報保護委員会の審査） 



第８条 情報公開・個人情報保護委員会は、情報公開取扱規則第４条又は個人情報取扱規則第６条、

第14条若しくは第20条の規定により意見を求められたときは、当該法人文書の開示等に関し審査を

行い、速やかにその審査の結果を学長に報告するものとする。 

 

（開示等の決定の通知） 

第９条 総務課は、開示等の決定があったときは、開示請求者に通知するとともに、該当部課にその

写しを送付する。 

 

（開示実施申出書の受付） 

第10条 総務課は、開示決定通知書を受け取った者から情報公開取扱規則に定める様式第14号又は個

人情報取扱規則に定める様式第12号による法人文書又は個人情報の開示の実施方法等申出書（以下

「申出書」という。）の提出を受け付けたときは、速やかに該当部課に写しを送付する。 

 

（開示の実施） 

第11条 開示の実施に当たっては、該当部課は当該法人文書の準備を行い、総務課は情報公開・個人

情報保護室において当該法人文書を開示する。 

 

（更なる開示の申し出） 

第12条 情報公開取扱規則に定める開示の実施を受けた者が、法人文書の更なる開示の申出書を提出

したときは、第２条及び前条の規定に準じて行う。 

 

（事案の移送等） 

第13条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）又は個人情報

の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に規定される事案の移送、第三者への意見聴取、開示

実施手数料の減額又は免除、審査請求等に係る事務は、総務課が担当する。 

 

（保有個人情報の訂正又は利用停止請求） 

第14条 保有個人情報についての訂正請求については、第２条から第９条及び第13条の規定を準用す

る。この場合において、「開示」は「訂正」と読み替えるものとする。 

２ 保有個人情報についての利用停止請求については、第２条から第９条の規定を準用する。この場

合において、「開示」は「利用停止」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この細則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成20年７月31日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成28年６月８日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学情報公開・個人情報開

示請求等取扱細則の規定は、平成28年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和２年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別記様式第１号 

（第７条関係） 



別記様式第２号 

（第７条関係） 


